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を
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む
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。
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(
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和
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十
四
年
法
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十
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第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第

十
次
青
森
県
職
業
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発
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め
た
の
で
、
同
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第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の

と
お
り
公
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す
る
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十
八
年
十
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
１
０
次
青
森
県
職
業
能
力
開
発
計
画
の
概
要
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.
計
画
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定
の
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で
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で
､
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和
４
６
年
度
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降
５
年
ご
と
に
９
次
に
わ
た
り
､
職
業
能
力
開
発
促

進
法
に
基
づ
き
､
本
県
に
お
け
る
職
業
能
力
開
発
の
基
本
と
な
る
青
森
県
職
業
能
力
開
発
計
画
を

策
定
し
､
こ
れ
ら
の
計
画
に
基
づ
い
て
本
県
の
職
業
訓
練
や
技
術
・
技
能
の
振
興
に
係
る
各
種
施
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平
成
二
十
八
年
十
月
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
八
日
ま
で

(

採
用
試
験
の

募
集
期
間

試
験
場
が
陸
上
自
衛
隊
弘
前
駐
屯
地
で
あ
る
場
合)

平
成
二
十
八
年
十
月
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
八
日
ま
で

(

採
用
試
験

の
試
験
場
が
陸
上
自
衛
隊
青
森
駐
屯
地
又
は
陸
上
自
衛
隊
八
戸
駐
屯
地
で

あ
る
場
合)

試
験
期
日

開
始
時
刻

試

験

場

位

置

名

称

平
成
二
十
八
年

十
一
月
二
十
六

日

(

土)

受
付
後
に

通
知

弘
前
市
大
字
原
ケ
平
字
山
中
一
八
の

一
一
七

陸
上
自
衛
隊
弘
前
駐

屯
地

平
成
二
十
八
年

十
二
月
三
日

(

土)

受
付
後
に

通
知

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
桔
梗
野
官
地

陸
上
自
衛
隊
八
戸
駐

屯
地

平
成
二
十
八
年

十
二
月
十
日

(

土)

受
付
後
に

通
知

青
森
市
大
字
浪
館
字
近
野
四
五

陸
上
自
衛
隊
青
森
駐

屯
地
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( )
策
を
推
進
し
て
き
ま
し
た
｡
平
成
２
３
年
度
に
策
定
し
た
第
９
次
計
画
は
平
成
２
７
年
度
ま
で
と

な
っ
て
お
り
､
こ
の
計
画
の
修
正
・
再
整
理
を
基
本
と
し
､
県
基
本
計
画
の
目
指
す
方
向
性
､
社

会
経
済
情
勢
の
変
化
､
国
が
定
め
る
第
１
０
次
職
業
能
力
開
発
基
本
計
画
の
考
え
方
等
を
踏
ま
え

て
､
第
１
０
次
青
森
県
職
業
能
力
開
発
計
画
を
策
定
す
る
も
の
で
す
｡

２
.
計
画
の
期
間

本
計
画
の
対
象
期
間
は
､
平
成
２
８
年
度
か
ら
平
成
３
２
年
度
ま
で
の
５
年
間
と
し
ま
す
｡

３
.
本
県
の
職
業
能
力
開
発
の
方
向
性

本
県
が
平
成
２
５
年
１
２
月
に
策
定
し
た
｢青
森
県
基
本
計
画
未
来
を
変
え
る
挑
戦
｣
で
は
､

２
０
３
０
年
に
お
け
る
本
県
の
目
指
す
姿
と
し
て
｢生
活
創
造
社
会
｣
(
｢生
業
(な
り
わ
い
)
｣

に
裏
打
ち
さ
れ
た
豊
か
な
｢生
活
｣
が
実
現
し
て
い
る
社
会
)
の
実
現
を
掲
げ
て
い
ま
す
｡
ま
た
､

本
県
の
最
重
要
課
題
の
一
つ
で
あ
る
人
口
減
少
対
策
に
関
す
る
｢実
施
計
画
(ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ

ン
)
｣
で
あ
る
｢ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
青
森
県
総
合
戦
略
｣
に
お
い
て
､
本
県
に
在
住
す

る
若
者
が
本
県
に
定
着
で
き
る
よ
う
な
取
組
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
｡

こ
の
た
め
､
本
計
画
で
は
､
企
業
・
団
体
､
労
働
者
が
求
め
る
職
業
能
力
開
発
機
会
の
提
供
を

通
じ
て
､
地
域
活
力
創
出
の
担
い
手
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
方
が
活
躍
し
､
県
内
定
着
に
貢
献

す
る
こ
と
と
し
､
｢今
を
つ
く
り
､
未
来
を
変
え
る
人
財
育
成
の
推
進
｣
を
､
本
計
画
に
お
け
る

今
後
５
年
間
の
職
業
能
力
開
発
の
基
本
的
方
針
(方
向
性
)
と
し
て
､
各
種
施
策
を
展
開
し
て
い

き
ま
す
｡

４
.
職
業
能
力
開
発
の
実
施
目
標
と
施
策
体
系

実
施
目
標
１
地
域
・
産
業
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
捉
え
た
職
業
能
力
開
発
の
推
進

基
本
的
施
策
�
公
共
職
業
訓
練
・
県
立
職
業
能
力
開
発
校
に
お
け
る
職
業
能
力
開
発
の
充
実
・

強
化

職
業
能
力
開
発
に
係
る
地
域
・
産
業
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
し
､
本
県
の
公
共
職
業
訓
練
を

担
う
機
関
が
相
互
に
調
整
・
連
携
し
効
果
的
に
職
業
訓
練
を
実
施
し
ま
す
｡
ま
た
､
施
設
整
備

を
含
む
体
制
の
整
備
を
計
画
的
に
進
め
､
実
施
内
容
の
充
実
・
強
化
を
図
り
､
就
職
率
の
向
上
､

在
職
者
の
技
能
向
上
に
貢
献
し
ま
す
｡

【
具
体
的
取
組
】

①
地
域
の
企
業
・
業
界
､
受
講
希
望
者
等
の
職
業
能
力
開
発
ニ
ー
ズ
(地
域
・
産
業
ニ
ー
ズ
)

の
的
確
な
把
握

②
地
域
・
産
業
ニ
ー
ズ
に
適
応
し
た
県
立
校
が
行
う
職
業
訓
練
の
実
施
・
見
直
し

③
訓
練
内
容
に
応
じ
た
施
設
・
設
備
の
整
備

④
訓
練
内
容
の
維
持
・
高
度
化
に
対
応
し
た
職
業
訓
練
指
導
員
の
資
質
向
上
､
外
部
講
師
の

活
用

⑤
県
(県
立
職
業
能
力
開
発
校
)､
労
働
局
､
県
内
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
・
ポ
リ
テ
ク
カ
レ
ッ

ジ
と
の
連
携
に
よ
る
職
業
訓
練
の
実
施

基
本
的
施
策
�
民
間
が
行
う
職
業
能
力
開
発
の
支
援

企
業
や
事
業
主
団
体
に
お
け
る
労
使
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
は
､
人
財
育
成
の
基
本
と
な
る

と
て
も
重
要
な
も
の
で
す
｡
特
に
､
企
業
・
事
業
主
団
体
は
､
人
財
育
成
が
業
績
拡
大
の
最
大

の
ツ
ー
ル
と
な
る
と
の
認
識
を
持
ち
､
従
業
員
が
能
力
開
発
に
取
り
組
む
環
境
を
積
極
的
に
整

備
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
｡

そ
の
中
で
も
企
業
や
事
業
主
団
体
等
が
実
施
す
る
認
定
職
業
訓
練
は
､
地
域
の
人
財
育
成
の

重
要
な
手
段
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
こ
れ
を
促
進
し
､
運
営
や
施
設
整
備
等
に
つ
い
て
支
援
し
ま

す
｡
ま
た
､
企
業
に
お
け
る
人
財
育
成
の
取
組
に
つ
い
て
も
､
積
極
的
に
情
報
提
供
や
技
術
的

な
支
援
を
行
い
ま
す
｡

【
具
体
的
取
組
】

①
事
業
主
団
体
等
が
行
う
職
業
訓
練
等
の
た
め
の
県
立
校
の
施
設
・
設
備
の
貸
与
・
開
放

②
事
業
主
団
体
等
が
行
う
認
定
職
業
訓
練
へ
の
支
援
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実
施
目
標

基
本
的
施
策

１
.
地
域
・
産
業
ニ
ー
ズ
を
的
確
に

捉
え
た
職
業
能
力
開
発
の
推
進

�
公
共
職
業
訓
練
・
県
立
職
業
能
力
開
発
校
に
お

け
る
職
業
能
力
開
発
の
充
実
・
強
化

�
民
間
が
行
う
職
業
能
力
開
発
の
支
援

２
.
地
域
の
活
力
創
出
に
向
け
た
新

た
な
担
い
手
の
育
成

�
職
業
能
力
開
発
と
就
職
支
援
の
一
体
的
展
開

�
若
年
者
の
人
財
育
成
と
定
着
促
進
の
た
め
の
支

援

�
中
高
年
齢
者
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
向
け
た
支
援

の
充
実

�
女
性
が
活
躍
す
る
た
め
の
職
業
能
力
開
発
へ
の

支
援

�
障
害
者
の
特
性
に
合
わ
せ
た
効
果
的
な
職
業
能

力
開
発
機
会
の
提
供

�
技
能
尊
重
機
運
の
醸
成

３
.
技
能
の
振
興
・
継
承
の
促
進

�
次
世
代
の
技
能
者
の
育
成
促
進
と
技
能
の
継
承



( )
③
企
業
等
が
必
要
と
す
る
人
財
育
成
に
関
す
る
情
報
提
供
､
相
談
の
充
実

実
施
目
標
２
地
域
の
活
力
創
出
に
向
け
た
新
た
な
担
い
手
の
育
成

基
本
的
施
策
�
職
業
能
力
開
発
と
就
職
支
援
の
一
体
的
展
開

職
業
人
生
の
長
期
化
と
技
術
革
新
の
加
速
化
､
変
化
す
る
社
会
経
済
状
況
に
労
働
者
自
ら
が

対
応
し
主
体
的
に
技
能
向
上
や
職
業
能
力
開
発
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
､
適
切
な
助
言
､

情
報
提
供
が
で
き
る
体
制
を
構
築
し
ま
す
｡

【
具
体
的
取
組
】

①
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
や
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
関
係
機
関
と
連
携
し
た
効
果
的
な
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
と
ジ
ョ
ブ
・
カ
ー
ド
活
用
､
求
職
活
動
支
援

②
労
働
者
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
資
す
る
職
業
能
力
開
発
の
情
報
提
供
の
実
施

基
本
的
施
策
�
若
年
者
の
人
財
育
成
と
定
着
促
進
の
た
め
の
支
援

地
域
活
力
を
維
持
す
る
た
め
に
は
､
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
活
躍
が
必
要
で
す
が
､
そ
の

中
心
と
な
る
の
は
､
若
年
者
で
す
｡
本
県
の
人
口
減
少
で
は
社
会
減
的
要
素
が
大
き
く
､
特
に

県
外
転
出
者
が
多
い
若
年
層
の
県
内
定
着
に
繋
が
る
施
策
が
必
要
で
す
｡
若
年
者
が
､
本
県
で

就
業
し
､
将
来
に
わ
た
り
本
県
へ
の
定
着
に
繋
が
る
よ
う
な
職
業
能
力
開
発
機
会
を
提
供
し
ま

す
｡

【
具
体
的
取
組
】

①
若
年
者
の
県
内
定
着
の
た
め
企
業
が
求
め
る
人
財
と
求
職
ニ
ー
ズ
が
合
致
し
た
職
業
能
力

開
発

②
学
卒
未
就
職
者
等
に
対
す
る
職
業
能
力
開
発
の
実
施

基
本
的
施
策
�
中
高
年
齢
者
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
向
け
た
支
援
の
充
実

高
齢
化
社
会
の
進
行
､
生
産
年
齢
人
口
が
減
少
す
る
中
で
､
こ
れ
ま
で
培
っ
た
技
能
の
有
効

活
用
及
び
次
世
代
へ
の
継
承
､
就
業
意
欲
の
あ
る
高
齢
者
の
継
続
的
な
社
会
参
加
を
促
進
す
る

た
め
､
中
高
年
齢
層
の
技
能
向
上
､
希
望
に
応
じ
た
円
滑
な
キ
ャ
リ
ア
転
換
に
繋
が
る
職
業
能

力
開
発
機
会
が
必
要
で
す
｡

【
具
体
的
取
組
】

①
中
高
年
齢
者
が
有
す
る
能
力
の
維
持
・
向
上
､
技
術
革
新
に
対
応
し
た
職
業
能
力
開
発

②
中
高
年
齢
者
の
再
就
職
に
向
け
た
職
業
能
力
開
発
の
支
援

基
本
的
施
策
�
女
性
が
活
躍
す
る
た
め
の
職
業
能
力
開
発
へ
の
支
援

地
域
活
力
の
創
出
の
た
め
､
年
齢
階
層
別
で
全
国
を
上
回
っ
て
い
る
傾
向
に
あ
る
本
県
の
女

性
の
更
な
る
活
躍
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
､
職
業
能
力
開
発
施
策
に
お
い
て
も
､
女

性
の
多
様
な
課
題
に
対
応
し
た
能
力
開
発
機
会
の
確
保
が
重
要
で
す
｡

【
具
体
的
取
組
】

①
女
性
の
就
業
率
が
低
い
分
野
で
活
躍
で
き
る
職
業
能
力
開
発

②
再
就
職
を
希
望
す
る
女
性
､
母
子
家
庭
の
母
等
の
職
業
能
力
開
発
の
機
会
の
確
保

基
本
的
施
策
�
障
害
者
の
特
性
に
合
わ
せ
た
効
果
的
な
職
業
能
力
開
発
機
会
の
提
供

障
害
者
の
方
が
自
立
し
､
社
会
参
加
､
地
域
活
力
創
出
の
担
い
手
と
し
て
活
躍
で
き
る
よ
う

に
､
個
々
の
障
害
特
性
や
能
力
に
応
じ
た
職
業
能
力
開
発
の
機
会
を
提
供
し
ま
す
｡

【
具
体
的
取
組
】

①
県
立
障
害
者
職
業
訓
練
校
で
の
障
害
者
の
特
性
や
ニ
ー
ズ
に
配
慮
し
た
効
果
的
な
職
業
訓

練
の
実
施

②
障
害
者
の
職
業
訓
練
の
充
実
強
化
の
た
め
の
関
係
機
関
と
連
携
し
た
効
果
的
な
訓
練
の
実

施

実
施
目
標
３
技
能
の
振
興
・
継
承
の
促
進

基
本
的
施
策
�
技
能
尊
重
機
運
の
醸
成

技
能
や
技
能
者
に
対
す
る
社
会
的
評
価
の
向
上
に
資
す
る
た
め
､
技
能
等
を
評
価
す
る
取
組

を
推
進
し
､
併
せ
て
県
民
の
も
の
づ
く
り
へ
の
関
心
を
高
め
る
た
め
の
取
組
を
行
い
ま
す
｡

【
具
体
的
取
組
】

①
優
れ
た
技
能
者
や
職
業
訓
練
の
功
労
者
へ
の
表
彰
制
度
の
実
施

②
技
能
検
定
制
度
の
普
及
促
進
と
適
正
な
実
施

③
技
能
グ
ラ
ン
プ
リ
､
ア
ビ
リ
ン
ピ
ッ
ク
等
技
能
競
技
大
会
へ
の
支
援

基
本
的
施
策
�
次
世
代
の
技
能
者
の
育
成
促
進
と
技
能
の
継
承

優
秀
な
技
能
者
を
継
続
的
に
確
保
す
る
た
め
､
企
業
で
活
躍
す
る
若
い
技
能
者
の
育
成
と
と

も
に
､
様
々
な
仕
事
の
中
か
ら
選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
し
て
､
一
人
で
も
多
く
の
子
供
た
ち
が
も

の
づ
く
り
に
興
味
を
持
つ
よ
う
､
初
等
中
等
教
育
段
階
か
ら
の
職
業
意
識
の
形
成
と
､
も
の
づ

く
り
へ
の
意
識
の
醸
成
に
努
め
ま
す
｡

【
具
体
的
取
組
】

①
県
内
技
能
者
､
関
係
機
関
等
と
連
携
し
た
若
年
者
へ
の
技
能
継
承
､
児
童
等
の
意
識
醸
成

②
若
年
者
の
技
能
競
技
大
会
参
加
へ
の
支
援
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農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
申
請

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号)

第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
し
、
青
森
県
農
林
水
産
部
構
造
政
策
課
に
お

い
て
こ
の
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
農

用
地
利
用
配
分
計
画
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成28年10月11日 火曜日 第4210号5

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る

土

地

認

可

申
請
日

農
事
組
合
法
人

し
み
ず

弘
前
市
大
字
小
沢
字
広
野

一
〇
の
一

弘
前
市
大
字
坂
元
字
山
下
五
の

一
ほ
か
一
筆

平
成

��･

�･

�

工
�
文
明

弘
前
市
大
字
清
水
森
字
沼

田
一
〇
一
の
一

弘
前
市
大
字
清
水
森
字
清
水
野

八

〃

兼
平
隆
行

黒
石
市
大
字
竹
鼻
字
山
元

一

黒
石
市
大
字
�
舘
字
甲
里
見
三

三
の
二
ほ
か
三
筆

〃

木
立
正
子

黒
石
市
大
字
�
舘
字
甲
松

坂
三
の
二

黒
石
市
大
字
�
舘
字
甲
花
岡
一

七
九
の
一
ほ
か
二
筆

〃

大
森
慎
悟

三
沢
市
根
井
一
丁
目
七
三

の
二

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一

一
六
の
一
七
八
九
ほ
か
一
筆

〃

株
式
会
社
川
長

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
浜
道

一
〇
八
八

三
沢
市
大
字
三
沢
字
戸
崎
一
〇

一
の
一
〇
五
二
ほ
か
二
筆

〃

大
森
秀
人

三
沢
市
朝
日
二
丁
目
三
八

七

三
沢
市
大
字
三
沢
字
戸
崎
一
〇

一
の
六
五

〃

神
山
登

三
沢
市
大
津
一
丁
目
一
二

の
一
六
六

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
平
一

一
六
の
一
一
七
九

〃

羽
立
辰
雄

三
沢
市
織
笠
一
丁
目
一
一

三
七

三
沢
市
大
字
三
沢
字
庭
構
一
二

三
八
の
う
ち
ほ
か
一
筆

〃

沼
山
英
明

三
沢
市
織
笠
二
丁
目
二
五

七
九
の
一

三
沢
市
大
字
三
沢
字
庭
構
一
六

九
四
の
う
ち

〃

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
田

茂
木
字
家
岸
二
〇

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
清
水
川

字
大
萢
二
〇
九
ほ
か
三
筆

〃

伊
�
茂
光

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
福

館
字
福
館
一

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
福
館
字

木
田
橋
六
九
ほ
か
一
筆

〃

佐
々
木
武
二

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
中

野
字
家
ノ
下
四
九

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
中
野
字

家
ノ
下
一
の
一
ほ
か
一
筆

〃

片
山
徹
也

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東

田
沢
字
野
内
畑
前
田
二
一

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
田
沢

字
大
館
五
二
の
一

〃

石
動
�
彦

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
常

盤
字
三
宮
本
七
三

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
若
松
字

安
田
五
三
の
二

〃

高
橋
右
京

黒
石
市
西
ケ
丘
二
九
四
の

四

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
福
島
字

萢
頭
二
七
ほ
か
二
筆

〃

仙
南
農
産
株
式

会
社

宮
城
県
亘
理
郡
亘
理
町
長

	
字
下
新
丁
四
二
の
五

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
崎
字

高
瀬
五
三
の
一

〃

三
上
淳
藏

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
榊

字
宮
本
二
六

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
榊
字
植

田
二
九
の
一

〃

久
保
田
明
則

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
常

盤
字
四
西
田
三
一
の
三
グ

ロ
リ
ア
ハ
イ
ツ
一
一
〇
号

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
中
島
字

岩
淵
二
二
の
う
ち
ほ
か
一
筆

〃

合
同
会
社
ナ
リ

ミ
ツ
農
園

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
矢

沢
字
豊
成
五
番
囲
一
五
の

二

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
崎
字

東
若
松
一
〇
七
の
一
の
う
ち
ほ

か
一
筆

〃

合
同
会
社
ナ
リ

ミ
ツ
農
園

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
矢

沢
字
豊
成
五
番
囲
一
五
の

二

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
崎
字

東
若
松
七
一
の
一
ほ
か
二
筆

〃

新
谷
美
隆

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
矢

沢
字
福
富
八
五
の
一

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
水
沼
字

早
稲
田
六
八
ほ
か
三
筆

〃

農
事
組
合
法
人

野
村
園
芸
農
場

三
戸
郡
五
戸
町
虫
追
塚
前

二
二
の
二

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
崎
字

豊
岡
一
二
の
一
一
ほ
か
三
筆

〃

農
事
組
合
法
人

野
村
園
芸
農
場

三
戸
郡
五
戸
町
虫
追
塚
前

二
二
の
二

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字


野
字

岡
元
四
の
一
ほ
か
二
筆

〃

佐
々
木
美
穂

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
五

幾
形
字
飯
田
三
三
七

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
五
幾
形

字
飯
田
三
八
六
ほ
か
一
筆

〃

瀬
川
左
一

上
北
郡
七
戸
町
字
左
組
七

二

上
北
郡
七
戸
町
字
放
森
二
〇
の

一

〃



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
ノ
ガ
ワ
家
具
セ
ン
タ
ー

二

代
表
者
の
氏
名

野
川

剛

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
日
の
出
一
丁
目
九
四
の
四
九
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
五
〇
〇
三
〇
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
九
月
十
三
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
白
石
工
務
店

二

代
表
者
の
氏
名

白
石

武
光

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
七
戸
町
字
金
沢
平
五
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
四)

第
一
六
二
一
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事

由
に
よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九

条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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附
田
均

上
北
郡
七
戸
町
字
小
田
平

二
四
の
二

上
北
郡
七
戸
町
字
小
田
下
六
一

の
一
ほ
か
二
筆

〃

天
間
一
博

上
北
郡
七
戸
町
字
中
野
七

七
の
一
二

上
北
郡
七
戸
町
字
根
間
手
一
四

一

〃

松
島
正
利

上
北
郡
六
戸
町
大
字
鶴
�

字
鶴
�
三
〇
の
二

上
北
郡
六
戸
町
大
字
鶴
�
字
鶴

�
七
四

〃

農
事
組
合
法
人

北
栄
ト
ラ
ク

タ
ー
利
用
組
合

上
北
郡
東
北
町
字
夫
雑
原

四
六
一

上
北
郡
東
北
町
字
夫
雑
原
三
〇

三
ほ
か
十
筆

〃

岡
田
�

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
豊
栄

一
丁
目
二
〇
三

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
内
山
平
三

五
三

〃

福
田
大
介

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来

字
扇
ノ
沢
八
の
一

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
西
越
字
木

ノ
間
一
三
九

〃

佐
藤
光

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
斗
内

字
森
ノ
上
三
〇
の
二

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字
飯
豊

一
三
ほ
か
一
筆

〃

農
事
組
合
法
人

常
盤
地
区
大
豆

オ
ペ
レ
ー
タ
ー

組
合

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
久

井
名
舘
字
早
稲
田
五
〇
の

一

青
森
市
浪
岡
大
字
下
十
川
字
富

岡
一
〇
七
の
一
ほ
か
二
筆

〃


